
別紙１ 

令和８年度市民レクリエーションセンタースポーツ教室企画運営業務委託 仕様書 

 

１ 業務名称 

  令和８年度市民レクリエーションセンタースポーツ教室企画運営業務委託 

 

２ 業務概要 

本市では、市立小・中学校の体育館を利用し、日常的なスポーツ及びレクリエーション活動の機会と

場所を提供することにより、市民の体力と健康の増進を図るため、市民レクリエーションセンター（以

下「レクセン」という。）を開設している。 

本業務は、昼間に仕事をしている人など、スポーツ活動のための時間が限られる市民のために、平日

の夜間に様々な種目のスポーツ教室（以下「教室」という。）の充実が重要であることから、多様化す

る市民のライフスタイルやスポーツへの取組み方を的確に把握して、レクセンで魅力ある教室を開催

し、市民の受講を促進することで、市民のスポーツ実施率向上を図ることを目的とする。 

 

３ 履行期間 

  令和８年４月１日から令和９年３月 31日まで 

 

４ 履行場所 

  本市指定場所（別紙１－１のとおり） 

 

５ 受講対象者 

原則として、市内に在住、在勤、在学（小学生以上）する者を対象とする。 

・申込締切日以降、定員に余裕がある場合は、市外の参加者を受け入れることは差し支えない。 

・受講者が小学生の場合は保護者同伴、中学生の場合は保護者送迎を原則とする。 

 

６ 業務内容 

 (1) 教室の開催 

  ア 受講者の募集・受付等 

   (ｱ) 受講者の募集等の広報は、市民が余裕をもって教室の参加申込みが出来るよう適切な時期に

開始すること。 

(ｲ) 教室開催までの募集期間を考慮し、適切な時期に募集リーフレットを作成し、配布すること。

なお、リーフレット完成品の見本は、配布する前に発注者の確認を得ること。 

(ｳ) リーフレットの作成部数は 13,000部以上とする。 

(ｴ) 配布先については、教室の開催場所を中心に受注者において効果が見込まれる場所を選定し、

発注者とあらかじめ協議のうえ、送付すること。なお、本市関係施設（区役所、区民センター、

図書館）への配送については、無償で発注者の配送便が利用できるが、配送便までの発送費用

については受注者負担で行うこと。 

 



 

(ｵ)ホームページ、その他ＳＮＳで募集広報を行うとともに、オンライン申込ができるようにする

こと。ＳＮＳの広報については、発注者と協議のうえ、大阪市広報Ｘ（エックス）、大阪市ＬＩ

ＮＥ公式アカウントでの広報が可能である。ＣＭＳ（コンテンツマネジメントシステム）を用い

たホームページを作成する際は、「ＣＭＳを用いたウェブサイトにおける情報セキュリティ対策

のポイント」（独立行政法人情報処理推進機構発行）を踏まえ、適切な対策を行うこと。また、

ＣＭＳを用いない場合においても、適切なセキュリティ対策を行うこと。 

(ｶ) 受講者募集の際には、各レクセンには自動車（バイク等を含む。）の乗り入れができない（自

転車は可能）ことを周知すること。 

 

イ 教室の開催期間 

契約締結日から令和９年３月 31日までの間で、市民が参加する機会を多く提供できるよう、開

催期間を設定すること。全 10回を１期とし、年間３期以上実施すること。なお、各期の開催間隔

については指定しない。 

ただし、学校の都合等により開催を中止する場合があるので、振替実施のための猶予期間を設け

ること（例：１期 10回のコースで、３回分程度の猶予期間を設ける。）。 

 

ウ 教室の開催時間 

    １回あたりの開催時間は１時間 30分とする。開催する曜日・時間帯は、別紙１－１のとおりと

する。なお、開催日時の設定の際は、契約締結後、レクセンが設置されている学校の施設管理者と

の調整を行うこと。 

 

エ 開催種目 

別紙１－２「令和６年度市民レクセン教室（第１期）アンケート結果-報告書-」、別紙１－３「令

和６年度市民レクセン教室受講者数」を参考に、市民のスポーツニーズを把握したうえで、多種目

をバランスよく実施するとともに、ニーズの高い種目を積極的に採用すること。 

 

オ 開催場所 

別紙１－１のとおりとする。 

 

カ 教室の内容 

    初心者から経験者まで幅広く市民が参加できるよう配慮すること。 

 

キ 定員 

参加者の人数や技術に応じて指導者が十分に指導できるようにそれぞれの種目の定員を設定す

ること。なお、別紙１－１に記載の定員数は発注者が想定している１期毎の最大定員数であり、発

注者と協議のうえ、これを下回る定員数を設定することができる。 

    ・受注者は、受講者の参加促進に努めること。 

・申込が定員を超過した場合は、抽選等公正・公平な方法により受講者を選定すること。 

https://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/12356598/www.ipa.go.jp/security/technicalwatch/20160928-1.html
https://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/12356598/www.ipa.go.jp/security/technicalwatch/20160928-1.html


 

 ク 受講料 

適切な方法により受講者を決定し、受講料を徴収すること。 

受講料の上限は、バドミントンについては１期につき 5,500円（税込）、その他の種目について

は１期につき 4,500円（税込）とする。 

なお、受講料収入は、本業務実施にかかる経費に充当すること。 

  

ケ アンケート 

    別紙１－２を参考に受注者が作成し、発注者と協議のうえ、１期ごとに受講者全員にアンケー

トを実施するなど、市民のスポーツニーズの把握に努めること。 

 

(2) 教室の管理運営 

    教室が円滑に実施されるようレクセンの管理運営を行うこと。 

ア 受講者の対応など各レクセンの運営全般を所掌する管理員を各レクセンに１名以上配置するこ

と（指導員との兼務可）。管理員の要件については、別紙１－４に記載の「管理員概要」に定める

ところによる。 

また、受注者は管理員に、受講者は各レクセンには自動車の乗り入れができない（自転車の駐輪

は可能）ことを周知・徹底させること。 

 

イ 各レクセンに連絡用携帯電話を設置し、管理員が管理すること。通話対応時間は、原則として、

管理員の勤務時間とする。 

 

ウ 各レクセンに各種目の実技を指導する指導員を１名以上配置すること（管理員との兼務可）。な

お、指導員については、該当種目の指導経験を概ね１年以上有する者とする。指導員の配置につい

ては別紙１－４に記載の「指導員概要」に定めるところによる。 

 

エ 受注者は、管理員及び指導員に対し、各業務内容を説明する研修の場を設け、各期の教室の開催

前に１回以上の研修を受講させること。ただし、管理員・指導員経験のある者で、開催前の受講が

困難な場合は、資料配布と口頭での説明のみでも可とする。 

 

オ 教室実施に必要な物品・備品（消耗品、スポーツ用品等を含む発注者から貸与する備品は、別紙

２のとおり。）を適切に管理すること。なお、物品・備品については基本的に各学校敷地内にある

レクセン専用の管理員室において保管すること。 

 

カ 教室が効果的に運営できるよう、使用するボール等（特にバドミントン、卓球）の新規補充を適

切に行うこと。 

 

キ 学校の体育館を利用するため、卓球台やネット等については、学校・ＰＴＡ活動等と共用する場

合がある。 



 

ク 通常利用に伴う備品等の破損・故障に伴う修繕及び再購入等は受注者にて対応し、その費用は委

託料に含むものとする。 

 

  ケ 各学校の要望に応じて、各レクセンの体育館のメンテナンス（床油引き等）を１回以上行うこ

と。なお、実施にかかる費用は委託料に含むものとする。 

（令和６年度参考） 

・23校中 13校が実施希望と回答あり。 

・実施にかかった総額は 492,800円。 

 

７ 安全対策 

事故等の防止など安全管理には万全を期すこと。また、受講者を対象とした、スポーツ安全保険等に

加入すること。 

学校に設置のＡＥＤについて、緊急時に対応できるよう場所の確認等をするとともに、管理員・指導

員は使用法について熟知しておくこと。また、救急箱を配備し、応急処置・対応をすること。 

事故・損害等（自然災害を含む。）については、受注者において対応するものとし、事故等発生時の

対応体制、発注者への連絡体制を整備し、あらかじめ発注者へ書面で報告すること。 

 

８ 経費負担区分 

受注者が業務を遂行するにあたり必要となる経費は、契約金額に含まれるものとし、発注者は契約金

額以外の費用を負担しない。 

なお、各レクセンの光熱水費については発注者の負担により施設管理者へ直接支払うが、受注者は合

理的な範囲で節電・省エネに努めること。 

また、会場となる学校体育施設の使用料は発生しない。 

 

９ 業務報告 

１期（10回）終了後ごとに、発注者に業務報告を行うこと。また、本業務が全て完了した際は、各講

座の実施内容や受講者数等を明記した業務報告書（収支報告書を含む。）及びアンケート結果も併せて

提出すること。必要に応じて、発注者が資料の要求、立ち入り検査を行うことがある。 

 

10 その他 

(1) 本業務遂行中の物販や宣伝広告など、営利目的の行為を禁止する。ただし、参加者サービスの向上

や事業内容充実の目的であれば、協賛企業・団体を募集し、協賛金等を得て、本事業の委託料とは別

に事業費に充当することを可とする。 

(2) 受注者は、この仕様書に定めのない事項については、発注者と協議のうえ決定すること。 

 (3) 受注者は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（平成 25年法律第 65号）に基づき、

合理的配慮の提供が適切になされるよう、大阪市が定めた「大阪市における障がいを理由とする差別

の解消の推進に関する対応要領」を踏まえた、従事者向けの研修等を実施すること。 



 

 

公正な業務執行に関する特記仕様書 

 

 

 

（職員等の公正な職務の執行の確保に関する条例の遵守） 

第１条 受注者および受注者の役職員は、本契約の履行に際しては、「職員等の公正な職務

の執行の確保に関する条例」（平成 18 年大阪市条例第 16 号）（以下「コンプライアンス

条例」という。）第５条に規定する責務を果たさなければならない。 

 

（公益通報等の報告） 

第２条 受注者は、本契約について、コンプライアンス条例第２条第１項に規定する公益

通報を受けたときは、速やかに、公益通報の内容を発注者（大阪市経済戦略局企画総務

部総務課）へ書面で報告しなければならない。 

２ 受注者は、公益通報をした者又は公益通報に係る通報対象事実に係る調査に協力した

者から、コンプライアンス条例第 12 条第１項に規定する申出を受けたときは、直ちに、

当該申出の内容を発注者（大阪市経済戦略局企画総務部総務課）へ書面で報告しなけれ

ばならない。 

 

（調査の協力） 

第３条 受注者及び受注者の役職員は、発注者又は大阪市公正職務審査委員会がコンプラ

イアンス条例に基づき行う調査に協力しなければならない。 

 

（公益通報に係る情報の取扱い） 

第４条 受注者の役職員又は受注者の役職員であった者は、正当な理由なく公益通報に係

る事務の処理に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 

 

（発注者の解除権） 

第５条 発注者は、受注者が、コンプライアンス条例の規定に基づく調査に正当な理由な

く協力しないとき又はコンプライアンス条例の規定に基づく勧告に正当な理由なく従わ

ないときは、本契約を解除することができる。 

 

 

 

 



 

 

再委託に関する特記仕様書 

 

 

１ 業務委託契約書第 16条第１項に規定する「主たる部分」とは委託業務における総合的

企画、業務遂行管理、業務の手法の決定及び技術的判断等をいい、受注者はこれを再委託

することはできない。 

２ 受注者は、コピー、ワープロ、印刷、製本、トレース、資料整理などの簡易な業務の再

委託にあたっては、発注者の承諾を必要としない。 

３ 受注者は、第１項及び第２項に規定する業務以外の再委託にあたっては、書面により発

注者の承諾を得なければならない。 

  なお、元請の契約金額が 1,000 万円を超え契約の一部を再委託しているものについて

は、再委託相手先、再委託内容、再委託金額を公表する。 

４ 地方自治法施行令第 167 条の２第１項第２号の規定に基づき、契約の性質又は目的が

競争入札に適さないとして、随意契約により契約を締結した委託業務においては、発注者

は、前項に規定する承諾の申請があったときは、原則として業務委託料の３分の１以内で

申請がなされた場合に限り、承諾を行うものとする。ただし、業務の性質上、これを超え

ることがやむを得ないと発注者が認めたとき、又は、コンペ方式若しくはプロポーザル方

式で受注者を選定したときは、この限りではない。 

５ 受注者は、業務を再委託及び再々委託等（以下「再委託等」という。）に付する場合、

書面により再委託等の相手方との契約関係を明確にしておくとともに、再委託等の相手

方に対して適切な指導、管理の下に業務を実施しなければならない。 

なお、再委託等の相手方は、大阪市競争入札参加停止措置要綱に基づく停止措置期間中

の者、又は大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けている者

であってはならない。 

また、大阪市契約関係暴力団排除措置要綱第 12条第３項に基づき、再委託等の相手方

が暴力団又は暴力団密接関係者でない旨の誓約書を業務委託契約書第 16条第２項及び第

16条の２第２項に規定する書面とあわせて発注者に提出しなければならない。 

 

 



生成 AI利用に関する特記仕様書 

 

受注者又は指定管理者（再委託及び再々委託等の相手方を含む）が生成 AIを利用する場合は、事前に

発注者あて所定様式により確認依頼をし、確認を受けるとともに、「大阪市生成 AI利用ガイドライン（別

冊 業務受託事業者等向け生成 AI 利用ガイドライン第 1.0 版）」に定められた以下の利用規定を遵守す

ること。 

  

生成 AIの利用規定 

 

• 生成 AI を利用する場合は、利用業務の内容、利用者の範囲、情報セキュリティ体制等及び利用規

定の遵守・誓約内容を事前に所定様式※により発注者宛に確認依頼をし、確認を受けること 
※ 所定様式は大阪市ホームページからダウンロードできます 

  https://www.city.osaka.lg.jp/ictsenryakushitsu/page/0000623850.html 

• 前記確認内容に変更等が生じた際には変更の確認依頼をし、確認を受けること 

• 生成 AI は、受注者又は指定管理者の業務支援目的に限定し、市民や事業者向けの直接的なサービ

スには利用しないこと 

• 文章生成 AI以外の画像・動画・音声などの生成 AIの利用は禁止する 

• インターネット上の公開された環境で不特定多数の利用者に提供される定型約款・規約への同意の

みで利用可能な生成 AIの利用を禁止する 

• 生成 AI 機能が付加された検索エンジンやサイトは、一般的にインターネットで公開されている最

新の情報を検索する目的でのみの利用とし、生成 AIによる回答を得る目的での利用を禁止する 

• 生成 AIを利用する場合は、入力情報を学習しない設定（オプトアウト）をして利用すること 

• 契約又は協定の履行に関して知り得た秘密及び個人情報の入力を禁止する 

• 著作権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利を侵害する内容の生成につながる入

力及びそのおそれがある入力を禁止する 

• 生成・出力内容は、誤り、偏りや差別的表現等がないか、正確性や根拠・事実関係を必ず自ら確認

すること 

• 生成・出力内容は、著作権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利の侵害がないか必

ず自ら確認すること 

• 生成・出力内容は、あくまで検討素材であり、その利用においては、受注者又は指定管理者が責任

をもって判断するものであることを踏まえ、原則として、加筆・修正のうえ使用すること 

なお、生成・出力内容の正確性等を確認したうえで、加筆・修正を加えずに資料等として利用（公

表等）する場合は、生成 AIを利用して作成した旨を明らかにして意思決定のうえ、利用すること 

• 情報セキュリティ管理体制により、利用者の範囲及び利用ログの管理などにより情報セキュリティ

の確保を徹底して適切に運用すること 

 



 

人権研修に関する特記仕様書 

 

受注者は、従業者がさまざまな人権問題について正しい認識を持って業務の遂行をす

るよう、適切な研修を実施すること。また、業務終了後はすみやかに「人権問題研修実

施報告書」（別紙）を発注者に提出すること。 



【別紙】

業務名称

事業者名 担当者氏名

所在地・連絡先 TEL： FAX：

月　日 区分 研修テーマ 講師・研修方法 会場 時間数 対象（受講人数）

（例）
　4月１４日

⑤ 〇〇について
講師名：〇〇　〇〇
研修方法：事業主のつどい

大阪市中央公会堂 ３時間 管理職（２名）

従業員数
（正規職員、非正規職員）

令和　　　年度　　人権問題研修実施報告書

＊区分：次に該当する研修の番号を記入ください。
　　①　自社（貴団体）独自で行う研修
　　②　所管局が主催する研修
　　③　大阪市市民局ダイバーシティ推進室が市民啓発として実施している事業（啓発ビデオ試写会、ヒューマニティ演劇のつどい等）
　　④　区が中心となって実施している事業（人・愛・ふれあいプラザ事業、人権展等）
　　⑤　大阪市企業人権推進協議会が実施している事業（事業主のつどい、人権問題入門セミナーなど）
　　⑥　その他：上記に当てはまらないもの

＊受講職員（人数）：自社（団体）の管理職、その他の団体常勤職員、非正規職員に分けて、受講人数を記載してください。

〒　　　－
電子メール：



市民レクリエーションセンター一覧

区名 学校名 校種 体育館等 種目 曜日 時間帯 定員

面積m2
北 堀　川 小 547 バレーボール 火 19:00～20:30 90

豊　崎 中 641 バスケットボール 火 19:00～20:30 90

バドミントン 水 19:00～20:30 120

卓球 金 19:00～20:30 90

此花 此花 中 641 バスケットボール 月 19:00～20:30 90

卓球 木 19:00～20:30 90

中央 上町 中 288 バドミントン 月 19:00～20:30 120

152 パワーヨガ 水 19:00～20:30 90

バスケットボール 木 19:00～20:30 90
健康づくり体操＆ソフトバレー 金 19:00～20:30 90

西 西 中 538 バドミントン 月 19:00～20:30 120

卓球 火 19:00～20:30 90

バレーボール 木 19:00～20:30 90

ハタヨーガ 金 19:00～20:30 90

港 市岡東 中 535 バドミントン 火 19:00～20:30 120

バレーボール 木 19:00～20:30 90

卓球 金 19:00～20:30 90

大正 大正西 中 551 バドミントン 月 19:00～20:30 120

西淀川 西淀 中 641 卓球 火 19:00～20:30 90

バドミントン 木 19:00～20:30 120

デトックスヨガ 金 19:00～20:30 90

淀川 十三 中 538 バドミントン 木 19:00～20:30 120

三国 中 539 機能改善ヨガ 火 19:00～20:30 90

卓球 水 19:00～20:30 90

バレーボール 木 19:00～20:30 90

バドミントン 金 19:00～20:30 120

東淀川 瑞光 中 552 バドミントン 木 19:00～20:30 120

卓球 金 19:00～20:30 90

東成 相生 中 552 剣道 月 19:00～20:30 90

卓球 火 19:00～20:30 90

バドミントン 木 19:00～20:30 120

バレーボール 金 19:00～20:30 90

生野 生野未来学園 義務教育 661 卓球 火 19:00～20:30 45

新巽 中 538 リラックスヨガ 月 19:00～20:30 120

バレーボール 火 19:00～20:30 90

卓球 水 19:00～20:30 120

バドミントン 木 19:00～20:30 120

旭 大宮 中 823 卓球 火 19:00～20:30 90

バドミントン 水 19:00～20:30 120

リフレッシュヨガ 木 19:00～20:30 90

城東 城陽 中 512 バドミントン 火 19:00～20:30 120

卓球 木 19:00～20:30 90

鶴見 茨田 中 641 バドミントン 火 19:00～20:30 120

卓球 金 19:00～20:30 90

阿倍野 文の里 中 641 バレーボール 月 19:00～20:30 90

バドミントン 水 19:00～20:30 120

住之江 加賀屋 中 641 卓球 火 19:00～20:30 90

バスケットボール 水 19:00～20:30 90

健康づくり体操 木 19:00～20:30 90

バレーボール 金 19:00～20:30 90

住吉 墨江丘 中 538 バドミントン 火 19:00～20:30 120

卓球 水 19:00～20:30 90

バレーボール 金 19:00～20:30 90

東住吉 田辺 中 641 バレーボール 水 19:00～20:30 90

平野 瓜破 中 641 バドミントン 水 19:00～20:30 120

西成 玉出 中 551 リラックスヨガ 火 19:00～20:30 90

バドミントン 木 19:00～20:30 120

卓球 金 19:00～20:30 90

＜留意事項＞
①上記一覧の「曜日」及び「時間帯」は固定とする。種目は参考で示している。

②各種目の最大定員は上記のとおりとする。

＜受講料＞
受講料上限の範囲内で、参加が促進される低廉な価格を設定すること。

・上記の各受講料上限は、１期（全10回）ごとの金額である。
その他 4,500円（税込み）

バドミントン 5,500円（税込み）
種目 受講料上限（円）/期

別紙1-1

※下記市民レクリエーションセンター（場所）は予定であり、契約締結時に変更となる場合がある。

　 なお、祝祭日は除く。
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1期 2期 3期

堀川 火 バレーボール 30 11 13 19 43

火 バスケット 30 25 22 24 71

水 バドミントン 40 19 13 17 49

金 卓球 30 14 14 13 41

月 バスケット 30 11 17 14 42

木 卓球 30 4 6 5 15

月 バドミントン 40 31 29 30 90

水 パワーヨガ 30 11 15 13 39

木 バスケット 30 20 21 24 65

金 健康＆ソフト 30 7 7 6 20

月 バドミントン 40 0

火 卓球 30 0

木 バレーボール 30 0

金 ハタヨーガ 30 0

火 バドミントン 40 15 19 19 53

木 バレーボール 30 13 17 13 43

金 卓球 30 9 10 10 29

大正区 大正西 月 バドミントン 40 9 9 10 28

火 卓球 30 8 14 12 34

木 バドミントン 40 7 8 10 25

金 デトックスヨガ 30 2 6 9 17

十三 木 バドミントン 40 11 13 休講 24

火 機能改善ヨガ 30 4 4 4 12

水 卓球 30 4 3 3 10

木 バレーボール 30 11 15 18 44

金 バドミントン 40 13 15 16 44

木 バドミントン 40 22 23 45

金 卓球 30 13 13 26

月 剣道 30 6 4 4 14

火 卓球 30 8 8 12 28

木 バドミントン 40 14 17 16 47

金 バレーボール 30 12 19 23 54

生野 金 卓球 15 8 4 3 15

月 リラックスヨガ 30 4 3 4 11

火 バレーボール 30 9 9 11 29

水 卓球 40 9 5 6 20

木 バドミントン 30 10 12 12 34

受講者数

西淀川区

淀川区

東淀川区

東成区

生野区

港区

曜日 種目 定員

新巽

此花区

中央区

西区

区 レクセン名

休講

休講

合計

受講者数(総受講者数2039名)

豊崎

瑞光

西

市岡東

西淀

三国

此花

上町

相生

北区



1期 2期 3期

受講者数
曜日 種目 定員区 レクセン名 合計

火 卓球 30 11 12 13 36

水 バドミントン 40 14 17 13 44

木 リフレッシュヨガ 30 10 11 10 31

火 バドミントン 40 12 14 15 41

木 卓球 30 21 18 20 59

火 バドミントン 40 17 16 17 50

金 卓球 30 9 8 7 24

月 バレーボール 30 19 23 20 62

水 バドミントン 40 34 33 37 104

火 卓球 30 10 9 10 29

水 バスケット 30 21 23 23 67

木 健康づくり体操 30 5 4 4 13

金 バレーボール 30 14 14 13 41

火 バドミントン 30 19 19 18 56

水 卓球 30 2 3 3 8

金 バレーボール 30 11 13 11 35

東住吉区 田辺 水 バレーボール 30 21 23 18 62

平野区 瓜破 水 バドミントン 40 13 16 22 51

火 リラックスヨガ 30 2 2 2 6

木 バドミントン 40 9 13 16 38

金 卓球 30 10 6 5 21

1895 658 704 677 2039

学校都合により休講

合計

西成区

旭区

城東区

鶴見区

阿倍野区

住之江区

住吉区

文の里

加賀屋

茨田

大宮

城陽

玉出

墨江丘
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管理員概要 

 

◆勤 務 地： 各市民レクリエーションセンター（事務所は管理員室とする。） 

◆勤 務 日： スポーツ教室の開催日 

◆勤務時間： 教室の開催時間とその前後 30分 

      （例）教室開催時間が 19時～20時 30分の場合、勤務時間は 18時 30分 

～21時。 

◆人員配置： ・各スポーツ教室開催中に１名以上とする。（指導員と兼務可） 

・１名のみ配置する場合は、緊急的な欠勤時等を想定して、代替となる管理

員を確保しておくこと。 

◆職 務： ・受講者対応（受付、出欠確認等）に関すること。 

       ・管理員室（敷地周辺を含む。）の管理・保全、物品・備品の管理に関する

こと。 

       ・レクセン及び学校施設利用にかかる電気、ガス、水道、空調及びトイレ等

の使用に関すること。 

       ・学校入口等の鍵の管理、学校への入退場者の確認に関すること。 

       ・スポーツ教室開催時の学校施設の保全に関すること。 

       ・学校施設利用にかかる注意事項の周知徹底に関すること。 

        （学校施設の適正利用（自転車駐輪可、学校施設内自動車乗り入れ不可な

ど）、指定場所以外への立入禁止、火災防止、清掃管理など） 

       ・レクセン設置校との連絡調整に関すること。 

       ・指導員との連絡調整に関すること。 

 

 

指導員概要 

 

◆勤 務 地： 各市民レクリエーションセンター（体育館） 

◆勤 務 日： スポーツ教室の開催日 

◆勤務時間： スポーツ教室の開催時間 

◆人員配置： ・各スポーツ教室開催中に１名以上とする。（管理員と兼務可） 

・概ね受講者 30～40名につき指導員１名以上の配置を基本とする。 

       （例）定員 80名以上の教室は指導員２名以上。 

       ・緊急的な欠勤時等を想定して、代替となる指導員を確保しておくこと。 

◆職 務： ・実技指導に関すること。 

       ・スポーツ教室開催中の受講者の管理（安全管理を含む。）に関すること。 


